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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面側に表示部が配置される表示部側筐体と、
　前記表示部側筐体に連結され、操作部を有する操作部側筐体と、
を備える電子機器であって、
　前記操作部側筐体は、
　　気体が収容された柔軟部を有する複数の第１の部分と、可撓性を有する複数の第２の
部分とが交互に配置され、
　　前記表示部側筐体と共に環形状を形成することが可能であり、
　　前記表示部側筐体と共に環形状を形成している場合、前記柔軟部に気体が供給される
ことにより前記環形状の内径を小さくして、所定の対象物に対して移動が抑制された状態
で当該電子機器を取り付け可能とし、
　前記操作部は、前記第１の部分における前記柔軟部が配置される面と他方の面に配置さ
れ、当該電子機器への入力操作が可能である電子機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機等の電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、電子機器としての携帯電話機において、携帯性を高めるため、ユーザの腕等に巻
きつけて固定するホルダを有する携帯電話機が提案されている（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３１８３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の携帯電話機において、ホルダのサイズが一定であるため、巻きつ
ける対象物のサイズ（径）や形状によっては、固定することが困難である場合があった。
【０００５】
　本発明は、異なる径の対象物に取り付け可能な電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、表面側に表示部が配置される表示部側筐体と、前記表示部側筐体に形成され
る被係合部と、前記表示部側筐体に連結され、湾曲して変形可能な可撓部と、前記可撓部
における、前記表示部側筐体と連結される側とは反対側の端部に配置され、前記被係合部
に係合する係合部と、前記可撓部の内部に気体を供給するための気体供給口と、を備え、
前記可撓部は、前記係合部と前記被係合部とが係合することによって、前記表示部側筐体
と環形状を形成した状態で、ユーザが所定の動作を行うと前記気体供給口を介して供給さ
れる気体によって膨張し、当該膨張することにより、前記環形状の内径を小さくして、対
象物の移動を抑制する電子機器に関する。
【０００７】
　また、前記気体供給口は、前記表示部側筐体と前記可撓部とが環形状を形成する場合に
おける、当該環形状の内側面とは異なる場所に形成されることが好ましい。
【０００８】
　また、前記可撓部は、前記気体供給口を介して気体が供給されることで、前記環形状に
おける内側に突出するように膨張変形する柔軟部を有することが好ましい。
【０００９】
　また、前記係合部は、前記柔軟部に収容された気体を外部に放出する放出口を有し、前
記被係合部は、前記係合部に係合された状態において前記放出口を密閉すると共に、前記
係合部に係合されていない状態において前記放出口を密閉せず気体を放出可能な状態にす
る封止部を有することが好ましい。
【００１０】
　また、前記可撓部は、前記柔軟部が複数連結して形成されることにより湾曲変形可能と
なることが好ましい。
【００１１】
　また、前記可撓部は、前記内側面とは反対側の外側面に操作部を備え、前記操作部は、
回路基板と、前記回路基板に積層配置されキースイッチを有するキー基板と、前記キー基
板に積層配置されるキーシート部材と、を有することが好ましい。
【００１２】
　また、前記係合部が前記被係合部に係合したことを検知する係合検知部と、前記表示部
の表面に入力された操作を検知可能なタッチパネル部と、前記キースイッチからの入力と
前記タッチパネル部からの入力を受け付ける入力受付部と、前記入力受付部において、前
記キースイッチからの入力と前記タッチパネル部からの入力とのいずれを受け付けるかを
決める入力切り替え部と、を備え、前記係合検知部により前記係合部が前記被係合部に係
合したことが検知された場合、前記入力切り替え部は、前記入力受付部において前記タッ
チパネル部からの入力を受け付けさせることが好ましい。
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【００１３】
　また、前記表示部に選択可能な複数の機能を表示させる表示制御部と、を備え、前記係
合検知部により前記係合部が前記被係合部に係合したことが検知された場合、前記表示制
御部は、前記選択可能な複数の機能のうち、前記タッチパネルの操作に関連した機能を表
示させることが好ましい。
【００１４】
　また、加速度センサと、複数のモードそれぞれにおいて選択可能な１又は複数の機能を
記憶する記憶部と、前記係合検知部により前記係合部が前記被係合部に係合したことが検
知された場合、前記加速度センサの出力に応じて所定のモードを選択するモード選択部と
、を備え、前記表示制御部は、前記モード選択部により選択されたモードに対応して前記
記憶部に記憶される前記１又は複数の機能を前記表示部に表示させることが好ましい。
【００１５】
　また、前記被係合部は、前記係合部が係合している状態から係合が外れた状態へとなる
場合、前記気体供給口および前記被係合部の少なくとも一方は、前記柔軟部に供給されて
いた気体を放出することが好ましい。
【００１６】
　また、内部に電子部品を有する筐体部と、前記筐体部に連結され、可撓性を有する可撓
部と、を備え、前記可撓部は、変形によって前記筐体部と共に環形状を形成することが可
能であり、前記筐体部と共に環形状を形成している場合、ユーザが所定の動作を行うと空
気が供給され、当該空気の供給により前記環形状の内径を小さくして、対象物の移動を抑
制することが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、異なる径の対象物に取り付け可能な電子機器を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】携帯電話機における斜視図である。
【図２】携帯電話機における正面図である。
【図３】携帯電話機における裏面図である。
【図４Ａ】携帯電話機における左側面図である。
【図４Ｂ】気体供給口から空気が供給された場合における携帯電話機の左側面図である。
【図５Ａ】取り付け状態における携帯電話機の斜視図である。
【図５Ｂ】気体供給口から空気が供給された場合における取り付け状態の携帯電話機の斜
視図である。
【図６Ａ】図２におけるＡ―Ａ断面図である。
【図６Ｂ】気体供給口から空気が供給された場合における図２のＡ―Ａ断面図である。
【図７Ａ】図２におけるＢ―Ｂ断面図である。
【図７Ｂ】気体供給口から空気が供給された場合における図２のＢ―Ｂ断面図である。
【図８】被係合部及び気体供給部を説明する模式図である。
【図９Ａ】携帯電話機を棒部材に取り付ける動作を説明する図である。
【図９Ｂ】携帯電話機を棒部材に取り付ける動作を説明する図である。
【図９Ｃ】携帯電話機を棒部材に取り付ける動作を説明する図である。
【図１０】携帯電話機１における取り付け状態の一例を示す図である。
【図１１】携帯電話機１における取り付け状態の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。まず、本発明の電子
機器の一実施形態である携帯電話機１の基本構造について、図１から図８を参照しながら
説明する。
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　図１は、携帯電話機における斜視図である。図２は、携帯電話機における正面図である
。図３は、携帯電話機における裏面図である。図４Ａは、携帯電話機における左側面図で
ある。図４Ｂは、気体供給口から空気が供給された場合における携帯電話機の左側面図で
ある。図５Ａは、取り付け状態における携帯電話機の斜視図である。図５Ｂは、気体供給
口から空気が供給された場合における取り付け状態の携帯電話機の斜視図である。図６Ａ
は、図２におけるＡ―Ａ断面図である。図６Ｂは、気体供給口から空気が供給された場合
における図２のＡ―Ａ断面図である。図７Ａは、図２におけるＢ―Ｂ断面図である。図７
Ｂは、気体供給口から空気が供給された場合における図２のＢ―Ｂ断面図である。図８は
、被係合部及び気体供給部を説明する模式図である。
【００２０】
　まず、携帯電話機１の概要について説明する。
　図１から図５Ｂに示すように、携帯電話機１は、操作部側筐体２（可撓部）と、表示部
側筐体３とを備える。操作部側筐体２と表示部側筐体３とは、互いに連結される。
【００２１】
　携帯電話機１は、所定の対象物に取り付け可能に構成される（図１０及び図１１参照）
。携帯電話機１は、操作部側筐体２が第１面２Ａが外面にとなるように湾曲することで、
表示部側筐体３と操作部側筐体２とが環形状を形成し、所定の対象物に巻きつくようにし
て取り付けられる。更に、この状態において、気体供給口４００から空気が供給されるこ
とで、操作部側筐体２は、環形状の内径が小さくなるように変形し、携帯電話機１は、環
形状の状態で所定の対象物に位置決めされる。
【００２２】
　続けて、携帯電話機１の構成について、各筐体ごと（操作部側筐体２及び表示部側筐体
３）に説明する。
　まず、表示部側筐体３について説明する。
　図１から図４Ｂに示すように、表示部側筐体３は、表面３Ａ側に配置される表示部２１
と、ユーザが通話時に発した音声が入力される音声入力部１２と、通話の相手側における
音声を出力する音声出力部３１と、表示部２１の表面に配置されるタッチパネル部１２１
と、を備える、また、表示部側筐体３は、裏面３Ｂ側に配置される被係合部３４０と、係
合操作部３３０、３３０と、を備える。また、表示部側筐体３は、側面側に配置される気
体供給口４００を備える。ここで、本実施形態において、バッテリは、表示部側筐体３に
収容配置される。
【００２３】
　図１及び図２に示すように、表示部２１は、表示部側筐体３における表面３Ａ側に配置
される。表示部２１は、不図示の表示制御部により、待ち受け画面や基本メニュー画面の
ほか、ユーザが選択可能な機能を表示したメニュー画面を表示可能に構成される。例えば
、表示部２１には、後述する係合部３１０が被係合部３４０に係合した場合（取り付け状
態）、所定の対象物（例えば、自転車等）に取り付けられた状態で使用される頻度が高い
機能を選択可能なメニュー画面が表示される。また、例えば、表示部２１には、加速度セ
ンサの出力により検知されたユーザの移動状態に対応したモード（徒歩モード、自転車モ
ード、自動車モード、電車モードや自動車モード等）に適した機能を選択可能なメニュー
画面が表示される。
【００２４】
　図１及び図２に示すように、音声入力部１２は、表示部側筐体３における操作部側筐体
２側の端部であって側面側（図２において右側）に形成される。音声入力部１２は、ユー
ザが通話時に発した音声が入力される部分である。
　図１及び図２に示すように、音声出力部３１は、表示部側筐体３における操作部側筐体
２側と反対の端部側に形成される。音声出力部３１は、通話の相手側における音声を出力
する部分である。
【００２５】
　図１及び図２に示すように、タッチパネル部１２１は、表示部２１の表面に配置される
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。タッチパネル部１２１は、ユーザによる押圧操作等を検知する。タッチパネル部１２１
からの入力情報は、不図示の入力受付部により受け付けられる。入力受付部は、後述する
操作部２５０（キースイッチ５２）からの入力情報も受け付ける。入力受付部は、入力切
り替え部からの指示に基づいて、操作部２５０（キースイッチ５２）からの入力情報と、
タッチパネル部１２１からの入力情報とのいずれかを（優先的に）受け付ける。ここで、
係合部３１０が被係合部３４０に係合されたことが検知された場合、入力切り替え部は、
タッチパネル部１２１からの入力情報を（優先して）受け付けるよう入力検知部を制御す
る。つまり、携帯電話機１が環形状の取り付け状態になった場合、タッチパネル部１２１
からの入力情報が入力検知部に優先的に受け付けられる。
【００２６】
　図３に示すように、被係合部３４０は、表示部側筐体３の裏面３Ｂ側であって操作部側
筐体２側と反対の端部側に形成される。被係合部３４０は、係合部３１０に係合される部
分である。
　被係合部３４０は、係合部３１０が挿入配置される挿入部３４３と、挿入部３４３に挿
入配置された係合部３１０を幅方向外側から挟み込むように押圧して位置決め固定する２
つの固定部材３４１、３４１と、当該２つの固定部材３４１、３４１を互いに向かい合う
側に付勢するバネ（図８参照）と、を備える。
　また、被係合部３４０は、係合部３１０に係合された状態において放出口４３０を密閉
すると共に、係合部３１０に係合されていない状態において放出口４３０を密閉せず気体
を放出可能な状態にする封止部３４７を有する。
【００２７】
　係合操作部３３０、３３０は、表示部側筐体３の裏面３Ｂであって幅方向外側の外縁近
傍に２つ形成される。係合操作部３３０、３３０は、固定部材３４１、３４１同士の距離
を調整可能に構成される。係合操作部３３０、３３０それぞれが幅方向内側（矢印Ｋ１方
向）に押し込まれることで、固定部材３４１、３４１それぞれは、幅方向外側（矢印Ｋ２
方向）に移動される（図８参照）。これにより、挿入部３４３は、係合部３１０が挿入可
能な長さ（幅方向長さ）になる。
　ここで、係合部３１０が被係合部３４０に係合した状態（係合状態）については、後に
説明する。
【００２８】
　気体供給口４００は、表示部側筐体３における側面に形成される。気体供給口４００は
、後述する気体供給部４１０（図８参照）に接続される。気体供給口４００は、気体供給
部４１０を介して、後述する柔軟部２７０の内部空間２７１に気体を供給可能に構成され
る。気体供給口４００は、ユーザが直接又は所定の道具を用いて空気等の気体を供給可能
に構成される。気体供給口４００は、例えば、空気入れ（フロアポンプ、インフレータや
コンプレッサ等）の口金（例えば、トンボ口や米式バルブ）に接続可能に構成されてもよ
く、また、ユーザが口から直接空気を吹きいれることが可能に構成されてもよい。
【００２９】
　ここで、気体供給口４００における配置位置は、表示部側筐体３の側面に限られない。
気体供給口４００は、表示部側筐体３における他の側面や、表面３Ａに形成されてもよい
。また、気体供給口４００は、操作部側筐体２に形成されてもよい。気体供給口４００は
、操作部側筐体２における側面や、第１面２Ａに形成されてもよい。気体供給口４００は
、携帯電話機１（操作部側筐体２）が取り付け状態にある場合、環形状の内側に配置され
なければ、いずれの位置に配置されてもよい。つまり、気体供給口４００は、表示部側筐
体３における裏面３Ｂを除く所定位置、又は、操作部側筐体２（可撓部）における第２面
２Ｂを除く所定位置に形成されてよい。
【００３０】
　ついで、操作部側筐体２について説明する。
　図１から図４Ｂに示すように、操作部側筐体２は、複数の第１部２００と、複数の第２
部２１０とを有する。また、操作部側筐体２は、表示部側筐体３側と反対の端部側に配置
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される係合部３１０を有する。また、操作部側筐体２は、内部に配置される気体供給部４
１０を有する。
【００３１】
　操作部側筐体２は、携帯電話機１の長手方向において、交互に配置される複数の第１部
２００と、複数の第２部２１０とを有する。
　操作部側筐体２は、複数（本実施形態において５つ）の第１部２００と、複数の第１部
２００同士をつなぐと共に、可撓性を有する複数（本実施形態において４つ）の第２部２
１０とを有する。
【００３２】
　ここで、係合部３１０が被係合部３４０に係合した場合、操作部側筐体２は、図５Ａに
示すように、表示部２１が配置された表面３Ａと連続する第１面２Ａが外面となるよう湾
曲して変形される。この状態において、操作部側筐体２（可撓部）は、表示部側筐体３と
ともに環形状を形成する取り付け状態となる。
【００３３】
　取り付け状態において、気体供給口４００から空気が供給された場合、供給された空気
は、後述する気体供給部４１０を介して、後述する柔軟部２７０の内部空間２７１に供給
される。そして、柔軟部２７０は、図５Ｂに示すように、環形状における内側に突出する
ように膨張して変形する。これにより、携帯電話機１は、所定の対象物に移動が抑制され
た状態で取り付けられる（図１０及び図１１参照）。
【００３４】
　操作部側筐体２における各構成について説明する。
　第１部２００は、第１面２Ａ側に配置される操作部２５０と、第２面２Ｂ側に配置され
る柔軟部２７０とを備える。操作部２５０と柔軟部２７０とは、後述する仕切り部２８０
により仕切られる。
【００３５】
　図６Ａから図７Ｂに示すように、操作部２５０は、回路基板７０と、回路基板の上面側
に積層配置されるキー基板５０と、キー基板５０の上面に積層配置されるキーシート４０
と、キーシート４０の上面に積層配置され操作部２５０の外面を構成する操作部側カバー
部２５０ａとを備える。
【００３６】
　回路基板７０は、後述する仕切り部２８０の上面に積層配置される。回路基板７０は、
不図示の各種電子部品や回路が配置される。各種電子部品は、所定の組み合わせにより複
数の回路ブロックを形成する。例えば、回路基板７０には、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ）回路、電源回路等を含む各種回路ブロックが形成される。本実施形態におい
て、回路基板７０は、複数の絶縁層（絶縁フィルム）の間に配線を挟み込んで形成される
フレキシブルプリント基板により構成される。
【００３７】
　キー基板５０は、回路基板７０の上面側に積層配置される。キー基板５０は、複数のキ
ースイッチ５２を備える。キースイッチ５２は、椀状に湾曲して立体的に形成された金属
板のメタルドームを有する。メタルドームは、その椀状形状の頂点が押圧されると、キー
基板５０の表面に印刷された電気回路（図示せず）に形成されるスイッチ端子に接触して
、電気的に導通するように構成される。本実施形態において、キー基板５０は、複数の絶
縁層（絶縁フィルム）の間に配線を挟み込んで形成されるフレキシブルプリント基板によ
り構成される。
【００３８】
　キーシート４０は、キー基板５０の上面に積層配置される。キーシート４０は、複数の
キースイッチ５２を押圧可能な押し子を有し、弾性を有するシリコンゴム等で構成された
シート部材である。
【００３９】
　操作部側カバー部２５０ａは、キーシート４０の上面に積層配置され、操作部２５０の
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外面を構成する。操作部側カバー部２５０ａは、所定の剛性を有して構成される。操作部
側カバー部２５０ａは、操作部側筐体２を係合状態になるよう湾曲させた状態において、
折れ曲がったりしない程度の剛性を有する。
【００４０】
　図６Ａから図７Ｂに示すように、柔軟部２７０は、気体を収容可能な内部空間２７１と
、内部空間２７１に収容された気体量に応じて伸縮可能な柔軟性を有する柔軟性カバー部
２７０ａとを備える。柔軟部２７０は、内部に気体を収容可能に構成されると共に、収容
された気体量に応じて突出するよう膨張して変形可能な部分である。
【００４１】
　柔軟性カバー部２７０ａは、柔軟部２７０の外形を構成するカバー部材である。柔軟性
カバー部２７０ａは、内部空間２７１に収容された気体量に応じて伸縮可能な柔軟性を有
するカバー部材である。柔軟性カバー部２７０ａは、携帯電話機１が振動等で移動しない
よう対象物に直接当接して位置決めする部分である。
【００４２】
　図６Ａから図７Ｂに示すように、内部空間２７１は、柔軟性カバー部２７０ａと仕切り
部２８０とに囲まれた空間である。
　図８に示すように、内部空間２７１には、気体供給部４１０が挿通される。
　図７Ａ及び図７Ｂに示すように、内部空間２７１には、気体供給部４１０に形成された
開口４１０ａを通じて、気体供給口４００からの空気が供給される。内部空間２７１に収
容された空気（気体）量に応じて、柔軟部２７０の変形度合い（突出度合い）が調整され
る。
【００４３】
　また、内部空間２７１に収容された空気は、放出口４３０から放出される。内部空間２
７１に収容された空気は、気体供給部４１０を介して、導気管４４０が配置される内部空
間２７１に移動される。そして、該内部空間２７１に移動された空気は、導気管４４０を
介して、放出口４３０から外部に放出される。これにより、内部空間２７１に収容される
空気量が少なくなり、柔軟部２７０は、突出量が減少するよう変形する。
【００４４】
　第２部２１０は、後述する仕切り部２８０と、回路基板７０（フレキシブルプリント基
板）と、キー基板５０（フレキシブルプリント基板）と、キーシート４０とが積層配置さ
れた部分である。第２部２１０は、可撓性を有する変形可能な部分である。第２部２１０
は、折れ曲がるように変形可能な部分である。携帯電話機１の長手方向において、第２部
２１０が第１部２００と交互に配置されることで、操作部側筐体２は、湾曲するように変
形可能となっている。
【００４５】
　図６Ａから図７Ｂに示すように、仕切り部２８０は、操作部２５０と柔軟部２７０との
間に配置されると共に、第１部２００と第２部２１０とにわたって配置される可撓性の部
材である。
　仕切り部２８０は、複数の操作部２５０と、複数の柔軟部２７０とを操作部側筐体２に
おける厚さ方向に仕切るシート状の部材である。言い換えると、仕切り部２８０における
一方の面側に複数の操作部２５０を配置し、他方の面側に複数の柔軟部２７０を配置する
ことで、携帯電話機１が形成される。
【００４６】
　図８に示すように、係合部３１０は、操作部側筐体２における表示部側筐体３側と反対
側の端部に配置される。係合部３１０は、被係合部３４０に着脱可能に係合される。係合
部３１０は、操作部側筐体２が湾曲状に変形された状態において、被係合部３４０に係合
される。
【００４７】
　係合部３１０は、柔軟部２７０の内部空間２７１に収容された空気（気体）を外部に放
出可能な放出口４３０を有する。放出口４３０には、携帯電話機１の長手方向における端
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部に配置される内部空間２７１に挿通する導気管４４０が接続される。放出口４３０は、
上述の通り、気体供給部４１０を介して導気管４４０が配置される内部空間２７１に移動
された空気を外部に放出する。
【００４８】
　放出口４３０は、係合部３１０が被係合部３４０に係合した状態において、封止部３４
７に密閉されると共に、係合部３１０が被係合部３４０に係合していない状態において、
封止部３４７により密閉されない。
　つまり、本実施形態において、操作部側筐体２が湾曲状に変形して係合部３１０が被係
合部３４０に係合した状態において放出口４３０が密閉され、気体供給口４００から供給
された空気が内部空間２７１に溜まる。
　また、本実施形態において、係合部３１０が被係合部３４０から取り外された状態にお
いて放出口４３０が開放され、気体供給口４００から供給された空気が内部空間２７１に
溜まらず、また、内部空間２７１に溜まっていた空気が放出口４３０を介して外部に放出
される。
【００４９】
　ここで、放出口４３０は、係合部３１０が被係合部３４０に係合されていない状態であ
っても内部空間２７１に空気（気体）が溜まる（放出しない）ように構成されてもよい。
例えば、携帯電話機１は、放出口４３０に着脱可能な封止部が予め装着された構成にして
もよい。
【００５０】
　図８に示すように、気体供給部４１０は、操作部側筐体２の内部に配置される。気体供
給部４１０は、一端側が気体供給口４００に接続される。気体供給部４１０は、気体供給
口４００から供給された空気を複数の柔軟部２７０それぞれの内部空間２７１に供給可能
に構成される。
　気体供給部４１０は、複数の内部空間２７１の内部に挿通して配置される。気体供給部
４１０は、複数の内部空間２７１それぞれに対応して形成された開口４１０ａを介して、
気体供給口４００から供給された空気を複数の内部空間２７１それぞれに供給する。
【００５１】
　ここで、図４Ａ及び図５Ｂに示すように、柔軟部２７０は、上述の通り、内部空間２７
１に供給された気体によって膨らむように変形可能な部分である。
　図５Ｂに示すように、係合部３１０が被係合部３４０に係合した状態において、柔軟部
２７０は、環形状の内側に配置される。そして、この状態において、気体供給口４００か
ら空気が供給されることで、柔軟部２７０は、環形状の内側に突出するように膨張変形す
る。これにより、環形状における内径は変化する（内径が小さくなる）。また、柔軟部２
７０は、柔軟性を有するので、対象物の形状に沿って変形する。これにより、携帯電話機
１は、対象物の形状に対応してしっかりと取り付けられる。
　また、柔軟部２７０は、内径調整だけでなく、振動や衝撃を吸収するショックアブソー
バとしても機能する。
【００５２】
　続けて、図９Ａから図９Ｃにより、携帯電話機１を棒部材Ｓに取り付ける動作について
説明する。図９Ａは、携帯電話機を棒部材に取り付ける動作を説明する図である。図９Ｂ
は、帯電話機を棒部材に取り付ける動作を説明する図である。図９Ｃは、携帯電話機を棒
部材に取り付ける動作を説明する図である。
【００５３】
　まず、図９Ａに示すように、ユーザは、表示部側筐体３の裏面３Ｂが棒部材Ｓに当接す
るよう携帯電話機１を保持する。
【００５４】
　次いで、図９Ｂに示すように、ユーザは、操作部側筐体２の端部を矢印Ｆ１方向に移動
させ、操作部側筐体２を第１面２Ａが外面となるよう湾曲させる。ユーザは、操作部側筐
体２を棒部材Ｓに巻きつくように変形させる。
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【００５５】
　続けて、ユーザは、操作部側筐体２を表示部側筐体３とともに環形状を形成するよう変
形させた状態において、係合部３１０を被係合部３４０に係合させる。具体的には、ユー
ザは、係合操作部３３０、３３０を矢印Ｆ２方向に移動させて、被係合部３４０における
固定部材３４１、３４１を互いに離間するように移動させる。これにより、挿入部３４３
が広くなる。そして、ユーザは、係合部３１０を矢印Ｆ３方向に移動させて挿入部３４３
に挿通させることで、係合部３１０を被係合部３４０に係合させる。
【００５６】
　続けて、ユーザは、不図示の空気入れ（ＡＰ）により、気体供給口４００から柔軟部２
７０の内部空間２７１に空気を供給する。
　内部空間２７１へ空気の供給を続けることで、図９Ｃに示すように、環形状の内側に配
置された柔軟部２７０は、内側に突出するように膨張変形する。これにより、環形状の内
径が調整される。
　そして、内部空間２７１に空気を収容した所定の柔軟部２７０は、棒部材Ｓの表面に沿
って変形しながら棒部材Ｓを押圧するように当接する。これにより、携帯電話機１は、対
象物としての棒部材Ｓにしっかりと取り付けられる。この状態において、携帯電話機１は
、棒部材Ｓに該棒部材Ｓからの振動等が柔軟部２７０に吸収される状態で取り付けられる
。
【００５７】
　続けて、図１０及び図１１により、携帯電話機１における取り付け状態を例示する。
　図１０は、携帯電話機１における取り付け状態の一例を示す図である。図１１は、携帯
電話機１における取り付け状態の一例を示す図である。
【００５８】
　図１０に示すように、携帯電話機１は、自転車を構成する所定の棒部材に取り付け可能
である。例えば、携帯電話機１は、ハンドルに取り付け可能である。
【００５９】
　携帯電話機１が自転車を構成する所定の棒部材に取り付けられた場合において、気体供
給口４００は、自転車に備えつけられた空気入れが接続可能な形態（形状、規格）である
ことが好ましい。
【００６０】
　また、自転車がタイヤに自動給気をする自動給気機能を有する場合、携帯電話機１は、
この自動給気機能を利用して、気体供給口４００から気体を供給できるように構成されて
もよい。
【００６１】
　また、携帯電話機１が自転車を構成する所定の棒部材に取り付けられた場合において、
内部に空気を収容した柔軟部２７０が棒部材（例えば、ハンドル）から伝わる振動を吸収
する。これにより、携帯電話機１は、棒部材からの振動が内部部品等に伝わることを抑制
可能に構成される。
【００６２】
　図１１に示すように、携帯電話機１は、リュックサック等の肩掛けベルトに取り付け可
能である。携帯電話機１は、上述の円筒状の棒状部材だけでなく、平たいベルト状の部材
にも取り付け可能である。
【００６３】
　また、紐やゴム部材等で固定した場合には、肩掛けベルトが変形することで緩んでしま
ったりするが、本実施形態によれば、柔軟部２７０が対象物である肩掛けベルトの変形に
対応して変形すると共、押圧状態を維持するので、携帯電話機１は、好適に取り付け状態
が維持される。
【００６４】
　本実施形態によれば、携帯電話機１は、異なる径である様々な対象物に取り付け可能で
ある。
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【００６５】
　また、本実施形態によれば、携帯電話機１は、柔軟部２７０が対象物の形状に沿って柔
軟に変形可能である、これにより、携帯電話機１は、様々な形状である対象物に取り付け
可能である。また、携帯電話機１は、変形しやすい対象物に好適に取り付け可能である。
【００６６】
　また、本実施形態によれば、携帯電話機１は、対象物に対して内部に空気を収容した柔
軟部２７０を当接させる。これにより、携帯電話機１は、対象物に過剰な負荷をかけるこ
となく取り付け状態を維持可能である。
【００６７】
　また、本実施形態によれば、携帯電話機１は、対象物に対して内部に空気を収容した柔
軟部２７０が当接させる。これにより、携帯電話機１は、対象物（例えば、自転車）から
伝達される振動を吸収して内部部品等に伝達されることを抑制できる。また、携帯電話機
１は、該携帯電話機１から生じる振動等が対象物に伝達されることを抑制できる。
【００６８】
　以上、好適な実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるこ
となく種々の形態で実施することができる。例えば、本実施形態において、電子機器とし
て携帯電話機１について説明しているが、これに限定されず、ＰＨＳ（登録商標；Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ポータブルナビゲーション装置、ノートパソコン
等であってもよい。
【００６９】
　また、本実施形態において、操作部２５０に収容される回路基板７０は、フレキシブル
プリント基板により構成されるが、これに限定されない。例えば、回路基板７０は、操作
部２５０（第１部２００）に含まれる部分は剛性の高いリジット基板とし、第２部２１０
に含まれる部分はフレキシブルプリント基板や配線としてもよい。
【００７０】
　また、被係合部３４０は、係合操作部３３０による操作をすることなく、係合部３１０
が係合される構成としてもよい。例えば、挿入部３４３に係合部３１０を押し込むように
移動させることで、固定部材３４１が係合部３１０に押されて幅方向外側に移動するよう
に構成してもよい。
【００７１】
　また、一部上述したが、係合部３１０が被係合部３４０に係合された状態になった場合
、携帯電話機１は、入力操作の検知を操作部２５０のキースイッチ５２から表示部２１に
配置されたタッチパネル部１２１に切り替えるようにしてもよい。
　この場合、携帯電話機１は、係合部３１０が被係合部３４０に係合したことを検知する
係合検知部と、表示部２１の表面に入力された操作を検知可能なタッチパネル部１２１と
、キースイッチ５２からの入力とタッチパネル部１２１からの入力を受け付ける入力受付
部と、入力受付部において、キースイッチ５２からの入力とタッチパネル部１２１からの
入力とのいずれを受け付けるかを決める入力切り替え部と、を備え、係合検知部により係
合部が被係合部に係合したことが検知された場合、入力切り替え部は、入力受付部におい
てタッチパネル部１２１からの入力を受け付けさせる。
　つまり、図９Ａに示す状態において、携帯電話機１は、操作部２５０（キースイッチ５
２）からの入力を（優先的に）受け付ける。そして、図９Ｂ（図９Ｃ）に示す状態におい
て、携帯電話機１は、タッチパネル部１２１からの入力を（優先的に）受け付ける。
【００７２】
　また、係合部３１０が被係合部３４０に係合された状態になった場合、携帯電話機１は
、表示部２１に所定の機能（アプリケーション）を選択可能な選択メニュー画面を表示さ
せるようにしてもよい。
　この場合、携帯電話機１は、表示部２１に選択可能な複数の機能を表示させる表示制御
部と、を備え、係合検知部により係合部３１０が被係合部３４０に係合したことが検知さ
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れた場合、表示制御部は、選択可能な複数の機能のうち、所定の１又は複数の機能を表示
させる。
　選択メニュー画面に表示される所定の機能は、例えば、自転車等に取り付けられること
を想定して選択されてもよい。
　選択メニュー画面に表示される所定の機能（アプリケーション）として、例えば、ＧＰ
Ｓ機能、ＴＶ機能、カロリーメータ機能や地図機能のほか、高度、気圧や天気予報等の情
報を知らせる機能等が例示される。
【００７３】
　また、携帯電話機１は、移動状態を検知して、歩行している状態（モード）か、自転車
で移動している状態（モード）か等を判定し、各状態（モード）に適した機能（アプリケ
ーション）を表示部２１に表示させるように構成されてもよい。
　この場合、携帯電話機１は、加速度センサと、複数のモードそれぞれにおいて選択可能
な１又は複数の機能を記憶する記憶部と、係合検知部により係合部が被係合部に係合した
ことが検知された場合、加速度センサの出力に応じて所定のモードを選択するモード選択
部と、を備え、表示制御部は、モード選択部により選択されたモードに対応して記憶部に
記憶される１又は複数の機能を表示部２１に表示させる。
【符号の説明】
【００７４】
　１　　　　携帯電話機
　２　　　　操作部側筐体（可撓部）
　２Ａ　　　第１面
　２Ｂ　　　第２面
　３　　　　表示部側筐体
　３Ａ　　　表面
　３Ｂ　　　裏面
　２１　　　表示部
　２００　　第１部
　２１０　　第２部
　２７０　　柔軟部
　２７１　　内部空間
　３１０　　係合部
　３４０　　被係合部
　４００　　気体供給口
　４１０　　気体供給部
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